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１　

は
じ
め
に

自
転
車
は
、
都
民
生
活
に
密
着
し
た
便
利
な
乗
り

物
・
交
通
手
段
で
あ
り
、
近
年
の
健
康
志
向
や
環
境

負
荷
軽
減
へ
の
意
識
の
高
ま
り
、
ま
た
、
東
日
本
大

震
災
以
後
、
通
勤
手
段
と
し
て
の
利
用
等
に
よ
り
、

そ
の
利
用
が
増
加
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。し
か
し
、

自
転
車
の
利
用
促
進
に
伴
い
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
て
い
る
の
が
、
自
転
車
に
よ
る
交
通
事
故
、

自
転
車
利
用
者
の
ル
ー
ル
・
マ
ナ
ー
違
反
、
そ
し
て
、

放
置
自
転
車
の
問
題
で
あ
る
。

東
京
都
で
は
、こ
れ
ら
の
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、

先
般
、「
東
京
都
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の

促
進
に
関
す
る
条
例
」（
以
下
「
本
条
例
」
と
い
う
。）

を
制
定
し
、
平
成
25
年
７
月
１
日
に
施
行
し
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
本
稿
で
は
、
本
条
例
の
制
定
の
背
景
や

経
緯
、
主
な
内
容
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

２　

本
条
例
の
制
定
の
背
景
・
経
緯

（
１
）
都
内
に
お
け
る
自
転
車
事
故
の
現
況

交
通
事
故
と
い
え
ば
、
自
動
車
対
自
動
車
、
自
動

車
対
歩
行
者
と
い
っ
た
も
の
が
想
像
さ
れ
る
が
、
実

は
、
自
転
車
が
当
事
者
と
な
る
事
故
も
相
当
数
に

上
っ
て
い
る
。
特
に
東
京
で
は
、大
都
市
の
特
性
上
、

自
転
車
の
利
用
率
が
高
い
の
で
あ
ろ
う
、
都
内
に
お

け
る
平
成
24
年
中
の
交
通
事
故
４
万
７
４
２
９
件

中
、
１
万
７
０
７
８
件
（
36
・
０
％
）
が
自
転
車
の
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関
与
し
た
事
故
で
あ
り
、
全
国
平
均
の
19
・
９
％

（
66
万
５
１
３
８
件
中
13
万
２
０
４
８
件
）
の
約
１
・

８
倍
も
の
構
成
率
と
な
っ
て
い
る
（
図
１
参
照
）。

ま
た
、
同
年
中
の
都
内
の
24
時
間
以
内
の
交
通
事
故

死
者
数
１
８
３
人
の
う
ち
、
18
・
６
％
に
当
た
る
34

人
が
自
転
車
乗
用
中
の
死
者
（
図
２
参
照
）
で
あ
り
、

こ
れ
も
全
国
平
均
の
12
・
８
％
（
４
４
１
１
人
中

５
６
３
人
）
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
自
転
車
事
故
の
多
発
の
背
景
に
は
、
自

転
車
利
用
者
に
よ
る
ル
ー
ル
違
反
の
問
題
も
あ
り
、

実
際
の
事
故
に
お
い
て
、
自
転
車
利
用
者
に
よ
る
信

号
無
視
や
一
時
不
停
止
な
ど
多
く
の
違
反
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。

（
２
）
都
内
に
お
け
る
放
置
自
転
車
の
現
況

都
内
に
お
け
る
放
置
自
転
車
は
、
区
市
町
村
や
大

規
模
商
業
施
設
等
に
よ
る
駐
輪
場
の
整
備
等
の
対
策

が
進
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
図
３
の
と
お
り
、
統
計
的

に
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
歩
行
者
等
の
通
行
を
妨
げ

る
ほ
か
都
市
の
景
観
を
損
ね
る
な
ど
、
依
然
と
し
て

重
大
な
問
題
で
あ
る
。

ま
た
、
都
内
の
区
市
町
村
に
お
い
て
は
、
放
置
自

転
車
の
撤
去
・
保
管
・
処
分
、
駐
輪
場
の
整
備
等
の

対
策
経
費
と
し
て
、
年
間
１
５
０
億
円
以
上
も
の
公

金
を
投
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
。さ
ら
に
、

区
市
町
村
が
撤
去
し
た
放
置
自
転
車
等
の
う
ち
約
４

割
は
所
有
者
が
引
き
取
り
に
来
ず
公
金
に
よ
り
廃
棄

処
分
等
さ
れ
る
な
ど
、
い
わ
ば
自
転
車
が
使
い
捨
て
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の
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
一
部
の
自
転
車
利
用
者
に

よ
る
道
路
上
へ
の
放
置
と
い
っ
た
違
法
行
為
に
よ

り
、
多
大
な
社
会
的
コ
ス
ト
が
生
じ
て
い
る
。

（
３
）
本
条
例
の
制
定
の
経
緯

自
転
車
利
用
者
に
よ
る
信
号
無
視
、
夜
間
の
無
灯

火
、
道
路
上
へ
の
放
置
等
の
行
為
は
、
ル
ー
ル
違
反

で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
行
わ
れ
て
い
る
場
合

も
多
く
、
自
転
車
が
安
全
で
適
正
に
利
用
さ
れ
る
た

め
に
は
、
ま
ず
は
自
転
車
利
用
者
が
、
車
両
の
運
転

者
と
し
て
の
自
覚
と
責
任
を
持
っ
て
自
転
車
を
運
転

す
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
、
交
差
点
に
お
け
る
自
転

車
の
通
行
方
法
や
自
転
車
が
従
う
べ
き
信
号
な
ど
、

全
て
の
自
転
車
利
用
者
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
ル
ー

ル
も
一
部
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
転
車
利
用
者
の
み
な

ら
ず
、
行
政
、
家
庭
、
学
校
、
事
業
者
等
社
会
全
体

で
安
全
教
育
の
充
実
等
を
始
め
と
し
た
取
組
み
を
行

う
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
の
が
本

条
例
で
あ
る
。

な
お
、
本
条
例
の
制
定
に
当
た
っ
て
は
、
平
成
24

年
２
月
に
行
政
関
係
者
等
に
よ
る
東
京
都
自
転
車
総

合
政
策
検
討
委
員
会
の
報
告
書
を
と
り
ま
と
め
、
ま

た
、
同
年
９
月
に
、
学
識
経
験
者
、
自
転
車
利
用
者
、

関
係
業
界
団
体
等
で
構
成
さ
れ
る
東
京
都
自
転
車
対

策
懇
談
会
か
ら
の
提
言
を
受
け
、
さ
ら
に
、
本
条
例

案
の
骨
子
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
行

い
、
こ
れ
ら
も
踏
ま
え
、
本
条
例
案
を
と
り
ま
と
め

た
。

３　

本
条
例
の
主
な
内
容

本
条
例
で
は
、
社
会
全
体
で
自
転
車
の
安
全
利
用

が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
自
転
車
利
用
者
、
行
政
、
事

業
者
、
家
庭
等
の
自
転
車
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
主

体
が
講
じ
る
べ
き
措
置
等
を
定
め
て
い
る
。
同
趣
旨

の
条
例
は
、
道
府
県
レ
ベ
ル
で
は
京
都
府
、
埼
玉
県

及
び
愛
媛
県
に
お
い
て
制
定
さ
れ
て
い
る
が
、
本
条

例
の
特
徴
は
、
大
き
く
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）
都
に
よ
る
指
針
の
作
成
・
公
表

自
転
車
の
安
全
利
用
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、
自

転
車
利
用
者
が
交
通
ル
ー
ル
の
知
識
や
安
全
運
転
の

技
能
を
習
得
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。こ
の
た
め
、

本
条
例
で
は
、自
転
車
利
用
者
自
身
に
必
要
な
知
識
・

技
能
を
習
得
す
る
努
力
義
務
や
自
転
車
の
点
検
整
備

を
行
う
努
力
義
務
等
を
課
す
と
と
も
に
、
事
業
者
や

家
庭
等
に
お
い
て
、
従
業
員
や
子
ど
も
に
対
し
て
研

修
、
指
導
等
を
行
う
努
力
義
務
を
定
め
て
い
る
。

し
か
し
、
安
全
利
用
に
必
要
な
知
識
・
技
能
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
従
業
員
や
子
ど
も
に
対
す
る

研
修
・
指
導
や
点
検
整
備
は
ど
の
よ
う
に
行
え
ば
よ

い
か
等
に
つ
い
て
は
、
自
転
車
利
用
者
、
事
業
者
等

に
十
分
な
知
見
が
な
い
場
合
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
都
が
自
転
車
安
全
利
用
指
針
及
び
自
転

車
点
検
整
備
指
針
を
作
成
・
公
表
す
る
こ
と
と
し
、

自
転
車
利
用
者
等
が
各
指
針
を
参
照
し
、
本
条
例
の

努
力
義
務
を
適
切
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

し
た
。

（
２
）
ヘ
ル
メ
ッ
ト
等
の
着
用
の
努
力
規
定

道
路
交
通
法
第
63
条
の
10
に
お
い
て
は
、
13
歳
未

満
の
児
童
の
保
護
者
に
対
し
、
児
童
に
ヘ
ル
メ
ッ
ト

を
着
用
さ
せ
る
努
力
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
自
転
車
乗
用
中
の
死
者
の
多
く
は
頭
部
損
傷
が

主
因
で
あ
り
、
ま
た
死
者
の
多
く
が
児
童
で
は
な
く

成
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
は
13

歳
未
満
の
者
だ
け
で
な
く
、
全
て
の
自
転
車
利
用
者

が
着
用
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
規
定
を
置
く

こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
実
際
の
着
用
率
が
極
め
て

低
調
で
あ
る
現
状
に
鑑
み
、
ま
ず
は
「
努
め
る
も
の

と
す
る
」
と
い
う
努
力
規
定
と
し
て
い
る
。
な
お
、

条
文
に
例
示
し
て
い
る
ヘ
ル
メ
ッ
ト
や
反
射
材
以
外

で
安
全
に
資
す
る
器
具
と
し
て
は
、
肘
あ
て
等
の
プ

ロ
テ
ク
タ
ー
、
手
袋
等
が
想
定
さ
れ
る
。

（
３
）
駐
車
需
要
を
生
じ
さ
せ
る
事
業
者
に
よ
る
放

置
自
転
車
対
策

誰
が
自
転
車
の
駐
輪
場
所
を
確
保
す
べ
き
か
。
端

的
に
は
、「
社
会
全
体
と
し
て
確
保
さ
れ
る
べ
き
」

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な

ら
ば
、
駐
輪
場
の
整
備
に
は
、
行
政
の
役
割
も
重
要

で
あ
る
が
、
自
転
車
の
駐
車
需
要
を
生
じ
さ
せ
る
者

の
役
割
も
重
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
え
に
基
づ
き
、
本
条
例
で
は
、
鉄
道

事
業
者
や
商
業
施
設
を
始
め
、
顧
客
等
が
自
転
車
を

利
用
し
て
来
店
す
る
な
ど
、
事
業
に
よ
り
駐
輪
需
要
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を
生
じ
さ
せ
る
事
業
者
に
対
し
、
需
要
を
満
た
す
駐

輪
場
所
を
確
保
す
る
か
、
顧
客
等
に
対
し
て
適
正
な

駐
輪
を
啓
発
す
る
こ
と
の
努
力
義
務
を
規
定
し
た
。

こ
れ
ま
で
に
も
、
事
業
者
に
対
す
る
駐
輪
場
所
の

確
保
に
つ
い
て
規
定
し
た
法
令
と
し
て
、「
自
転
車

の
安
全
利
用
の
促
進
及
び
自
転
車
等
の
駐
車
対
策
の

総
合
的
推
進
に
関
す
る
法
律
」
や
同
法
に
基
づ
き
区

市
町
村
が
大
規
模
商
業
施
設
等
に
駐
輪
場
を
附
置
す

る
義
務
を
課
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
附
置
義
務
条
例

等
が
あ
る
。

附
置
義
務
条
例
で
は
、
遊
技
場
、
大
規
模
小
売
店

舗
、
金
融
機
関
等
と
い
っ
た
自
転
車
の
駐
輪
需
要
を

大
量
に
生
じ
さ
せ
る
施
設
の
設
置
者
に
対
し
、
店
舗

面
積
に
応
じ
た
台
数
の
駐
輪
場
の
附
置
を
義
務
付
け

て
い
る
。
し
か
し
、顧
客
等
に
よ
る
放
置
自
転
車
は
、

特
定
の
業
種
の
施
設
や
大
規
模
店
舗
の
施
設
周
辺
に

限
っ
て
生
じ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
商

店
街
の
個
々
の
店
舗
等
の
周
辺
に
お
い
て
も
生
じ
て

い
る
。
ま
た
、
一
部
の
施
設
に
お
い
て
は
、
附
置
義

務
条
例
に
基
づ
き
整
備
し
た
駐
輪
台
数
を
上
回
る
自

転
車
の
集
客
が
あ
り
、
結
果
と
し
て
施
設
周
辺
に
自

転
車
が
放
置
さ
れ
て
い
る
実
態
も
あ
る
。

こ
う
し
た
実
態
を
踏
ま
え
、
本
条
例
で
は
、
規
定

対
象
を
施
設
の
業
種
や
規
模
に
限
ら
ず
、「
事
業
の

実
施
に
よ
り
駐
輪
需
要
を
生
じ
さ
せ
る
事
業
者
」
と

す
る
と
と
も
に
、
規
定
内
容
を
「
需
要
を
満
た
す
駐

輪
場
所
を
確
保
す
る
」
又
は
「
顧
客
等
に
対
す
る
適

正
な
駐
輪
を
啓
発
す
る
」
こ
と
と
し
た
。
例
え
ば
、

附
置
義
務
条
例
に
基
づ
く
整
備
台
数
を
上
回
る
自
転

車
の
集
客
が
あ
る
施
設
に
お
い
て
は
、
需
要
に
応
じ

て
駐
輪
場
を
追
加
し
て
確
保
す
る
か
、
ま
た
は
顧
客

が
違
法
駐
輪
し
な
い
こ
と
の
啓
発
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
。

（
４
）
事
業
者
に
よ
る
通
勤
自
転
車
の
放
置
防
止
対
策

職
場
や
駅
周
辺
に
お
け
る
通
勤
自
転
車
の
駐
輪

は
、
長
時
間
に
わ
た
る
こ
と
が
多
い
。
自
転
車
を
路

上
等
に
違
法
に
放
置
し
な
い
責
任
は
、
道
路
交
通
法

に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
ま
ず
は
自
転
車
利

用
者
本
人
に
あ
る
。
し
か
し
、
自
転
車
通
勤
を
し
て

い
る
従
業
員
が
い
る
事
業
者
に
お
い
て
も
、
自
転
車

に
よ
る
通
勤
を
認
め
、
結
果
と
し
て
従
業
員
に
よ
る

駐
輪
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
と
い
う
側
面
か
ら
、
一
定

の
責
任
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
自
転
車
通
勤
を
す
る
従
業
員
が
い
る
事

業
者
に
対
し
て
、
従
業
員
の
通
勤
自
転
車
の
た
め
に

必
要
な
駐
輪
場
所
を
確
保
す
る
か
又
は
従
業
員
が
職

場
や
駅
周
辺
で
通
勤
自
転
車
の
駐
輪
場
所
を
確
保
し

て
い
る
こ
と
を
書
面
で
確
認
す
る
義
務
を
課
し
た
。

都
内
事
業
者
に
対
し
て
は
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配

布
や
説
明
会
の
開
催
等
を
通
じ
て
周
知
に
努
め
て
お

り
、
そ
の
結
果
、
多
く
の
事
業
者
か
ら
当
該
義
務
の

対
象
と
な
る
従
業
員
の
範
囲
、
確
認
の
方
法
等
に
つ

い
て
問
合
せ
を
受
け
て
い
る
。
当
該
義
務
に
は
罰
則

等
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
事
業
者
の
高
い
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
に
支
え
ら
れ
、
通
勤
自
転
車
の

放
置
対
策
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
５
）
違
法
自
転
車
の
販
売
禁
止

道
路
上
で
ブ
レ
ー
キ
の
な
い
自
転
車
を
走
行
す
る

こ
と
は
道
路
交
通
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う

し
た
違
法
な
利
用
と
な
る
自
転
車
（
違
法
自
転
車
）

を
販
売
等
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
規
制
さ

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
自
転

車
の
販
売
等
が
、
違
法
な
自
転
車
利
用
を
助
長
す
る

と
い
っ
た
側
面
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
違
法
自
転
車
に

つ
い
て
は
、
流
通
段
階
か
ら
規
制
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
自
転
車
販
売
事
業
者
等
が
、
違
法
な
自

転
車
利
用
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
、
違
法
自
転
車
を

販
売
す
る
こ
と
や
、
違
法
自
転
車
に
改
造
す
る
こ
と

等
を
禁
止
し
た
。

な
お
、
こ
の
規
定
に
違
反
し
た
事
業
者
に
対
し
て

は
、
都
は
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
正
当
な
理
由

が
な
く
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、
事
業
者

名
等
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

（
６
）
自
転
車
貨
物
運
送
事
業
者
等
の
登
録
制
度
の

導
入

自
転
車
に
よ
る
貨
物
・
旅
客
の
運
送
、
レ
ン
タ
サ

イ
ク
ル
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
事
業
者
の
う
ち
、
都

が
定
め
た
自
転
車
安
全
利
用
に
関
す
る
基
準
に
適
合

す
る
優
良
な
事
業
者
に
つ
い
て
、都
の
登
録
を
受
け
、

そ
の
旨
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
任
意
の
登
録
制
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度
を
創
設
し
た
。

こ
の
登
録
制
度
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
者
に
よ
る
自

転
車
の
安
全
利
用
を
促
す
と
と
も
に
、
登
録
事
業
者

が
一
般
の
自
転
車
利
用
者
の
模
範
と
な
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

４　

終
わ
り
に

自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
を
促
進
す
る
た
め

に
は
、
自
転
車
の
走
行
空
間
や
駐
輪
場
等
と
い
っ
た

イ
ン
フ
ラ
の
整
備
も
重
要
で
あ
る
が
、
何
よ
り
、
自

転
車
利
用
者
一
人
ひ
と
り
が
安
全
利
用
に
対
す
る
規

範
意
識
を
高
め
、
そ
れ
を
実
践
す
る
こ
と
が
必
要
不

可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
意
識
改
革
や
実

践
は
一
朝
一
夕
に
実
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
た
め
都
は
、
本
条
例
を
制
定
し
た
と
こ
ろ
で

あ
り
、
今
後
は
本
条
例
の
理
念
を
社
会
全
体
に
浸
透

さ
せ
、
関
係
者
に
よ
る
取
組
み
を
着
実
に
進
め
る
必

要
が
あ
る
。

ま
た
、本
条
例
が
契
機
と
な
り
、例
え
ば
、オ
フ
ィ

ス
ビ
ル
の
屋
上
に
駐
輪
場
を
確
保
す
る
な
ど
と
い
っ
た

民
間
の
創
意
工
夫
に
よ
る
新
た
な
力
を
引
き
出
す
ほ

か
、
関
係
者
が
相
互
に
連
携
し
、
よ
り
効
果
的
な
取

組
み
を
生
み
だ
し
て
い
く
こ
と
な
ど
が
期
待
さ
れ
る
。

社
会
全
体
で
自
転
車
の
安
全
利
用
を
促
進
す
る
と

い
っ
た
機
運
を
醸
成
す
る
た
め
、
他
の
道
府
県
に
お

い
て
も
、
こ
う
し
た
条
例
の
制
定
は
検
討
に
値
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
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